
報道関係者 各位

平成 26 年度福岡雇用施策実施方針の策定について

～福岡県の雇用施策との一層の連携を目指して～

福岡労働局（局長 前田芳延）は、国が実施する各種雇用施策と福岡県が

講ずる雇用に関する施策とが、相互の緊密な連携の下で、円滑かつ効果的

に実施されるよう、福岡県知事の意見を取り入れた上で、その取組の方針

を「平成２６年度福岡雇用施策実施方針」（以下「地方方針」という。）

としてとりまとめました。

■ 地方方針に定める事項に対して、福岡県知事から連携・協力の要請があっ

た場合、福岡労働局は、雇用対策法の定めるところにより、その要請に迅速

に対応します。

■ 地方方針の概要は別紙のとおりであり、全文については、福岡労働局ホー

ムページに掲載いたします。
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